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農
業
委
員
会
委
員
・
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
が
決
定
し
ま
し
た

　

前
農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
が
７

月
27
日（
木
）で
満
了
し
た
こ
と
に
伴
い
、

７
月
28
日（
金
）に
農
業
委
員
会
委
員
の

任
命
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員
の
委
嘱
も
同
日
に

行
い
ま
し
た
。
任
期
は
、
ど
ち
ら
も
令

和
８
年
７
月
27
日
ま
で
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
の
役
割

●
農
業
委
員
会
委
員

　

総
会
や
各
委
員
会
に
出
席
・
審
議

し
、
合
議
に
よ
って
指
針
や
農
地
の
権
利

移
動
な
ど
の
議
事
を
決
定
し
ま
す
。

●
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　

担
当
す
る
区
域
で
、
農
業
委
員
会
の

指
針
に
基
づ
い
て
現
場
活
動
を
行
い
ま

す
。
農
家
の
方
と
の
窓
口
と
な
る
存
在

で
す
。

会
長
就
任
あ
い
さ
つ

                 

会
長
　
山
本
　
貢
司

こ
の
た
び
、

農
業
委
員

会
委
員
各

位
の
ご
推

挙
を
賜
り
、

会
長
の
重

責
を
担
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

近
年
の
農
業
は
、
担
い
手
の
減
少
や

高
齢
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱

え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
昨
今
の
不

安
定
な
国
際
情
勢
に
よ
る
燃
料
価
格
や

肥
料
価
格
の
高
騰
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
時

代
の
生
活
様
式
の
変
化
に
よ
る
農
産
物

の
需
給
や
価
格
への
影
響
な
ど
に
対
応
を

迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
問
題
の
解
決
に
向
け
て
取

り
組
み
、
本
市
の
農
業
を
守
り
育
て
て

い
く
た
め
、
農
業
委
員
会
委
員
お
よ
び

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員一同
邁
進

し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ま

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
農
業
委
員
会
委
員
の
紹
介（
敬
称
略
）

磯
田　
豊（
六
連
）、大
羽
光
久（
神
戸
）、

冨
田
信
茂（
大
草
）、
河
邉
高
章（
田
原

東
部
）、
藤
井
則
雄（
田
原
南
部
）、
岡

本
敬
一（
童
浦
）、
塩
谷
郁
子（
田
原
中

部
）、
河
合
忠
広（
衣
笠
）、
河
合
幹
雄

（
野
田
）、
浪
崎
光
吉（
高
松
）、
鈴
木

孝
志（
赤
羽
根
）、
杉
原
敏
元（
若
戸
）、

近
藤
年
春（
若
戸
）、
間
瀬
博
孝（
和

地
）、
髙
瀬
敏
広（
堀
切
）、
齋
藤
政
弘

（
伊
良
湖
）、
本
田
勝
巳（
亀
山
）、
板

倉
善
博（
中
山
）、
中
川
克
宏（
中
山
）、

山
本
貢
司（
福
江
）、木
村
素
明（
清
田
）、

山
内　
治（
泉
）、
渡
辺
伸
幸（
泉
）

●
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
紹
介

（
敬
称
略
）

沢
辺
恭
利（
六
連
）、三
浦　
儀（
神
戸
）、

仲
谷　
亮（
神
戸
）、中
田
哲
也（
大
草
）、

佐
久
間
俊
行（
田
原
東
部
）、
鈴
木
靖
仙

（
田
原
南
部
）、
立
岩
孝
秋（
童
浦
）、

齋
竹
輝
明（
童
浦
）、
山
内
保
明（
田
原

中
部
・
衣
笠
）、
河
合
正
孝（
野
田
）、

河
合　
充（
野
田
）、光
部
幹
二（
高
松
）、

鈴
木
利
幸（
赤
羽
根
）、
林　

孝
明（
若

戸
）、太
田
一
幸（
和
地
）、渡
會
輝
雄（
堀

切
）、
小
久
保
孝
弘（
伊
良
湖
）、
鈴
木

健
司（
亀
山
）、
坂
本
秀
亮（
中
山
）、
小

川
政
志（
中
山
）、
片
山
久
広（
福
江
）、

田
中
和
義（
清
田
）、
鈴
木
繁
利（
泉
）、

神
谷
秀
昭（
泉
）

農
地
利
用
状
況
調
査（
遊
休
農
地

の
発
生
・
解
消
状
況
に
関
す
る

調
査
）を
実
施
し
ま
す

　　
本
年
度
も
９
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
、

現
地
調
査
を
行
い
ま
す
。
調
査
の
実
施

に
当
た
り
、
両
委
員
が
農
地
に
立
ち
入

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
農
家
の
皆
さ
ま
へ

　
農
地
は
次
世
代
へつ
な
ぐ
限
り
あ
る
地

域
資
源
で
す
。「
荒
ら
さ
ず
に
耕
作
す
る

こ
と
」が
原
則
で
す
。
こ
の
機
会
に
、
所

有
す
る
農
地
、
耕
作
す
る
農
地
を
適
正

に
管
理
し
て
い
る
か
、
い
ま
一
度
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
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